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め
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宅
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第
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千
五
十
二
号

平
成
十
四
年
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月
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十
六
日

(

金
曜
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( )

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
居
宅
介
護
事
業
所
の

名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
十
四
年
七
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男
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有
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訪
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看
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青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
横
浜
町
字
向
平
八
の
二

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

飛
砂
の
防
備

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

公
共
施
設
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
横
浜
町
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
四
年
七
月
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ウ
ィ
メ
ン
ズ
ネ
ッ
ト

三

代
表
者
の
氏
名

横
内

佳
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
小
柳
字
朽
葉
三
九
の
二
三

五

従
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
古
川
一
丁
目
一
六
の
七

六

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
女
性
が
抱
え
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
の
解
決
を
目
指
し
、
社
会
の
全
領
域
に
お
け
る

女
性
の
参
加
と
真
の
平
等
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
差
別
と
偏
見
及
び
暴
力
の
な
い
社
会
の
形

成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
北
三

沢
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
四
年
七
月
十
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

戸
沢
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
四
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
三
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

五
所
川
原
市
役
所
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( )

換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

第
２
東
通
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
新
橋
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
十
四
年
七
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
四
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
三
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

東
通
村
役
場

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
馬

淵
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
二
十
六
日

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

平

野

隆

夫
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃

清
川

長
一

馬
渡

欽
作

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
前
明
戸
四

〃

〃

字
矢
沢
七
六
の
一

平
成
��

･

�･

��就
任

〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

小
向

信
一

佐
藤

幸
雄

田
端

隆
信

三
浦

松
藏

岩
沢

安
則

山
本
勘
之
亟

嶋
森

一
志

河
目

薫

原

景
二

上
野

豊
治

上
野

良
吉

笹
渡

忠
丕

寺
澤

富
治

三
浦

正
純

中
村

辰
蔵

小
笠
原
武
治

恵
茂
田藤
吉
郎

三
浦

松
藏

田
端

隆
信

岩
沢

安
則

清
川

長
一

小
向

信
一

山
本
勘
之
亟

嶋
森

一
志

馬
渡

欽
作

河
目

薫

原

景
二

上
野

豊
治

佐
藤

幸
雄

上
野

良
吉

〃

〃

字
張
田
四
の
八

〃

大
字
櫛
引
字
櫛
引
六
八

〃

大
字
尻
内
町
字
田
端
一
四

〃

〃

字
矢
沢
四
一

〃

大
字
櫛
引
字
一
日
市
二
三

〃

大
字
尻
内
町
字
大
仏
一
三
の
一

〃

大
字
豊
崎
町
字
下
永
福
寺
三
一
の

一〃

大
字
尻
内
町
字
三
条
目
九
の
四

〃

大
字
田
面
木
字
長
者
森
四
の
二

〃

大
字
尻
内
町
字
正
法
寺
五
の
二

〃

〃

〃

九
四

〃

〃

字
張
田
五
三
の
一

〃

大
字
櫛
引
字
上
明
戸
八
七
の
四

〃

〃

字
一
日
市
九
二

〃

大
字
豊
崎
町
字
下
永
福
寺
三
三

〃

大
字
尻
内
町
字
尻
内
五
六

〃

大
字
櫛
引
字
烏
沢
二
七

〃

大
字
尻
内
町
字
矢
沢
四
一

〃

〃

字
田
端
一
四

〃

大
字
櫛
引
字
一
日
市
二
三

〃

大
字
尻
内
町
字
前
明
戸
四

〃

〃

字
張
田
四
の
八

〃

〃

字
大
仏
一
三
の
一

〃

大
字
豊
崎
町
字
下
永
福
寺
三
一
の

一〃

大
字
尻
内
町
字
矢
沢
七
六
の
一

〃

〃

字
三
条
目
九
の
四

〃

大
字
田
面
木
字
長
者
森
四
の
二

〃

大
字
尻
内
町
字
正
法
寺
五
の
二

〃

大
字
櫛
引
字
櫛
引
六
八

〃

大
字
尻
内
町
字
正
法
寺
九
四

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃



( )

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
二
十
六
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

橋

本

昭

一

雑

報

青
森
県
事
業
団
公
告
第
四
号

平
成
十
四
年
七
月
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
理
事
会
第
百
五
十
五
回
定
例
会
の
議
を
経
た

平
成
十
三
年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
特
定
事
業
以
外
の
事
業
の
決
算
の
要
領
及
び
平
成

十
四
年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
一
般
管
理
会
計
補
正
予
算

(

第
一
号)

ほ
か
一
件
の
要

領
を
地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
三
百
十
二
条
第
一
項
及
び
同
法
第
三
百

九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
二
十
六
日

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団

理
事
長

木

村

守

男
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〃監

事

〃〃

上
村

義
美

三
浦

正
純

中
村

辰
蔵

小
笠
原
武
治

〃

〃

字
根
岸
一
の
二

〃

大
字
櫛
引
字
一
日
市
九
二

〃

大
字
豊
崎
町
字
下
永
福
寺
三
三

〃

大
字
尻
内
町
字
尻
内
五
六

〃〃〃〃

〃 〃 〃

ス
ー
パ
ー
ビ
ン
ゴ－

30

ス
ー
パ
ー
ビ
ン
ゴ

ア
パ
ッ
チ
Ａ

〃 ベ
ル
コ
株
式
会
社

〃

〃 〃 〃 回
胴
式
遊
技
機

〃 ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

遊
技
機
の
種
類

ポ
ッ
プ
ン
タ
ッ
プ
ン

ス
ー
パ
ー
ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ
ト
Ｖ

ゲ
ッ
コ
ウ
カ
メ
ン

ジ
ュ
エ
ル
マ
ジ
ッ
ク
２

Ｃ
Ｒ
ワ
ニ
ざ
ん
す

Ｃ
Ｒ
お
江
戸
で
ご
じ
ゃ
る
Ｍ

型

式

名

株
式
会
社
パ
イ
オ
ニ
ア

岡
崎
産
業
株
式
会
社

〃 株
式
会
社
北
電
子

〃 株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名



( )青 森 県 報平成14年７月26日 金曜日 第2052号 6
平
成
13年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
一
般
管
理
会
計
歳
入
歳
出
決
算
書

歳
入款

項
予
算
現
額

調
定

額
収
入
済
額

不
納
欠
損
額

収
入
未
済
額

予
算
現
額
と
収
入

済
額
と
の
比
較

１
分
担
金
及
び

負
担

金
����������

����������
����������

�
�

�

１
負

担
金

����������
����������

����������
�

�
�

２
財
産
収
入

������
������

������
�

�
���

１
財
産
運
用
収
入

������
������

������
�

�
���

３
繰

入
金

���������
���������

���������
�

�
�

１
繰

入
金

���������
���������

���������
�

�
�

４
繰

越
金

����	
����
����	
���	

����	
���	
�

�
��	

１
繰

越
金

����	
����
����	
���	

����	
���	
�

�
��	

５
諸

収
入

�����
����
�����
�
�	

�����
�
�	
�

�

�	

１
雑

入
�

�
�

�
�

�

２
預
金
利
子


����

�
�	


�
�	
�

�

�	

３
会
館
管
理
収
入

����������
����������

����������
�

�
�

歳
入

合
計

����������
����������

����������
�

�
�����

円
円

円
円

円
円



( ) 青 森 県 報平成14年７月26日 金曜日 第2052号7
歳

出款
項

予
算
現
額

支
出
済
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用

額
予
算
現
額
と
支
出

済
額
と
の
比
較

１
事
業
団
費

����������
��������	�

�
�
��	�	���


���	�	���


１
事
業
団
運
営
費

����������
��������	�

�
�
��	�	���


���	�	���


歳
出

合
計

����������
��������	�

�
�
��	�	���


���	�	���


円
円

円
円

円

平
成
13年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
一
般
事
業
会
計
歳
入
歳
出
決
算
書

歳
入款

項
予
算
現
額

調
定

額
収
入
済
額

不
納
欠
損
額

収
入
未
済
額

予
算
現
額
と
収
入

済
額
と
の
比
較

１
事
業
収
入


����
����

���������


���������
�

�
�����

１
臨
海
収
入

����
�����
����
���
�

����
���
�
�

�

��
�

２
市
川
収
入

����	����
���������

���������
�

�
�����

３
百
石
収
入


����
	����

	����
�

�
�����

歳
入

合
計


����
����

���������


���������
�

�
�����

円
円

円
円

円
円
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歳

出款
項

予
算
現
額

支
出
済
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用

額
予
算
現
額
と
支
出

済
額
と
の
比
較

１
事
業
支
出

����������
����������

�
	���
	�

	���
	�

１
臨
海
事
業
費

�
��������
�
�����
��

�
�������

�������

２
市
川
事
業
費

��
������
���	���
�

�
��
����

��
����

３
百
石
事
業
費

�����
�

�
�����

�����

歳
出

合
計

����������
����������

�
	���
	�

	���
	�

円
円

円
円

円
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平成14年度青森県新産業都市建設事業団一般管理会計

補正予算 (第１号)

平成14年度青森県新産業都市建設事業団一般管理会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,568千円を追加し､ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61,479千

円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､ ｢第１表歳入歳出

予算補正｣ による｡

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

２ 財 産 収 入 � ��� ���

１ 財産運用収入 � ��� ���

３ 繰 入 金 ����� �	���� ��




１ 繰 入 金 ����� �	���� ��




４ 繰 越 金 � ������ ������

１ 繰 越 金 � ������ ������

歳 入 合 計 ������ ����� ����	�

千円 千円 千円

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 事 業 団 費 ������ ���	� 	�����

１ 事業団運営費 ������ ���	� 	�����

歳 出 合 計 ������ ����� ����	�

千円 千円 千円



( )青 森 県 報平成14年７月26日 金曜日 第2052号 10

平成14年度青森県新産業都市建設事業団一般事業会計

補正予算 (第１号)

平成14年度青森県新産業都市建設事業団一般事業会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ625千円を追加し､ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,238千円

とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､ ｢第１表歳入歳出

予算補正｣ による｡

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 事 業 収 入 ������ ��� ������

１ 臨 海 収 入 ������ ��	 ������

２ 市 川 収 入 
���� ��� 
����

歳 入 合 計 ������ ��� ������

千円 千円 千円

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 事 業 支 出 ������ ��� ������

１ 臨海事業費 ������ ��	 ������

２ 市川事業費 
���� ��� 
����

歳 出 合 計 ������ ��� ������

千円 千円 千円
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( )

(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人
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